
海老構造改善センター使用料　料金表

使用料（１時間当たり） 特記事項

４００円

２００円

３００円

３００円

２００円

２００円

会議室として利用する場合に限り

使用料を徴収する。

備考

1　利用者が市内居住者(市内に在住、在学若しくは在勤する者又は所在する団体をいう。以下同じ。)
　　以外のものである場合の使用料は、この表に掲げる使用料の1.5倍の額とする。
2　利用者が市内居住者であって、かつ、営利を目的とする場合の使用料は、この表に掲げる使用料の
　　2倍の額とする。
3　利用者が市内居住者以外のものであって、かつ、営利を目的とする場合の使用料は、この表に掲げる
　　使用料の3倍の額とする。
4　使用料を算定する場合において、1時間に満たないものがある場合は、1時間とみなして計算する。

３００円

区分

調理室

研修室

情報交換室

トレーニングルーム

第１和室

第２和室

図書室


